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議 案 の 提 出 に つ い て 

 

議員提出第 ３ 号議案 

 

保育・幼児教育環境の向上のために、 

公的責任を明確にした「くにたち子どもの夢・未来事業団」と国立市の 

継続的な連携・補完を求める決議（案） 

 

 上記の議案を次のとおり､会議規則第 13 条の規定により提出します。



保育・幼児教育環境の向上のために、 
公的責任を明確にした「くにたち子どもの夢・未来事業団」と国立市の 

継続的な連携・補完を求める決議（案） 
 

本年４月より、国立市が 100％出資する社会福祉法人「くにたち子どもの夢・未来事 
業団」（以下「未来事業団」という。）に市立矢川保育園の経営が移管されます。 

未来事業団の立ち上げは、公立保育園の民営化に当たり短期間で保育士が入れ替わ 
ることや、園の運営方針が継承されるか心配する声を国立市が受け止めて、「国立市保 
育整備計画（2017 年 11月）」において一般の社会福祉法人への委託方針から転換したも 
のです。移管する矢川保育園の経営のみならず、「国立市が推し進めるソーシャル・イ 
ンクルージョンのまちづくりの理念の下、その一環として、保育・幼児教育環境を積極 
的に向上させるべく、必要な調査・研究・実践を熱意をもって行」うことを趣意として 
2019 年９月に設立され、まちぐるみで保育・幼児教育の醸成と環境整備に取り組むこと 
が期待されています。 

未来事業団は、地方自治法第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言として発出 
された厚生労働省通知「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」（昭和 46 年 
７月16日社庶第 121 号。最終改正：2016 年 11月11日。以下「46 通知」という。）に基づ 
き、地域の事情を踏まえ、総意工夫を生かして設立された社会福祉事業団です。46 通知 
は「条例に基づく施設経営の委託」や「市職員に準ずる職員処遇」等、具体的な基準を 
明示しており、一般の社会福祉法人とは異なる「公的責任の明確」が期されています。 

未来事業団は国立市が 100％出資する外郭団体ですが、公益財団法人や一般社団法人 
ではないため、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団や国立市土地開発公社の 
ような、地方自治法第 243 条の３第２項に基づく経営状況の議会報告はありません。 

よって、国立市議会は、公的責任を明確にした未来事業団の運営と相互連携を期して、 
以下の事項について適切に対応されるよう求めます。 
 

記 
 

１．事業団の経営状況について、議会に定期的に報告すること 
２．派遣法で定められた期間（５年間）以降も人事交流等を通じて、連携・補完し合 

いながら保育・幼児教育環境の向上に努めること 
 

以上、決議する。 
 
2021 年３月 日 
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